
米原市企業立地促進条例施行規則 

 

 

 (趣旨) 

第１条 この規則は、米原市企業立地促進条例(平成19年米原市条例第36号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(指定の申請等) 

第２条 条例第４条第３項の規定により、指定を受けようとする企業は、新設または増設(以下

「新増設」という。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第６条第１項の規定による確

認済証の通知日から、工事の着手日までに企業指定申請書(様式第１号。以下「指定申請書」

という。)に、工場等新増設計画書(様式第２号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により指定申請書を受理したときは、必要な調査を行い、指定の可否

を決定し、指定決定(却下)通知書(様式第３号)により当該申請者に通知するものとする。 

(事業開始届の提出) 

第３条 指定企業は、新増設した工場等での事業を開始する日までに事業開始届(様式第４号)

を市長に提出しなければならない。 

(奨励金の内容) 

第４条 条例第５条に規定する工場等設置促進奨励金、雇用促進奨励金、従業員家賃手当奨励

金および工場等設備投資促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付要件等は、別表のとお

りとする。 

 (交付の申請) 

第５条 条例第６条第１項の規定により指定企業が奨励金の交付を受けようとするときは、奨

励金交付申請書(様式第５号)を、奨励金の交付を受けようとする年度の１月末日までに市長

に申請しなければならない。 

(交付の決定および通知) 

第６条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可

否を決定し、奨励金交付決定(却下)通知書(様式第６号)により当該申請者に通知するものと

する。 

(報告の義務) 

第７条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく当該各号

に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画を変更するとき 事業計画変更報告書(様式第７号) 

(２) 指定企業について相続、譲渡、合併等により当該企業に係る地位を承継したとき 事
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業等承継報告書(様式第８号) 

(３) 当該工場等の建設工事もしくは事業を休止し、または廃止したとき 事業休止(廃止)

報告書(様式第９号) 

(請求) 

第８条 第６条の規定により決定の通知を受けた者が奨励金の交付を受けようとするときは、

奨励金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。 

(その他) 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

(米原市工場等設置促進条例施行規則の廃止) 

２ 米原市工場等設置促進条例施行規則(平成17年米原市規則第113号)は、廃止する。 

(経過措置) 

３ この規則の施行の日の前日までに、廃止前の米原市工場等設置促進条例施行規則の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則(平成25年3月28日規則第10号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成26年3月24日規則第30号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例施行規則の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例施行規則の相

当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。 

付 則(令和 年 月 日規則第 号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和 年 月 日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例施行規則の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市企業立地促進条例施行規則の

相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。 

別表 

奨励金の種類 交付要件 奨励内容 



工場等設置促進奨励金 条例第４条に規定する企業の

指定を受けた企業で、新増設し

た工場等が事業を開始してい

ること。 

条例第５条第１項に規定する

工場等設置促進奨励金の額は、

当該指定に係る工場等が事業

の用に供した日以後において、

当該工場等および事業の用に

供する土地に対して初めて固

定資産税等(当該工場等に係る

土地、建物および償却資産に対

して賦課される固定資産税な

らびに都市計画税をいう。また

増設に係るものについては既

設部分は対象としない。以下同

じ。)が賦課される年度から３

年間における各年度の当該固

定資産税に相当する額(千円未

満の端数が生じるときは、これ

を切り捨てるものとする。)と

する。ただし、当該工場等に係

る土地、建物および償却資産

は、当該工場等の用に供するも

のとして市長が認めた部分と

し、これ以外の部分がある場合

には、その面積、評価額等で按

分して、奨励金の額を算出する

ものとする。 

雇用促進奨励金 条例第４条に規定する企業の

指定を受けた企業で、新増設し

た工場等が事業を開始してい

ること。 

条例第５条第２項に規定する

雇用促進奨励金の額は、同項に

規定する者の数に20万円(障が

い者にあっては40万円)を乗じ

て得た額とし、交付対象となる

３年度間の当該雇用者の総数

は200人を限度とする。ただし、

各年度の当該雇用者の数は、前

年度までに交付対象となった



雇用者数の合計を除いた数と

する。 

従業員家賃手当奨励金 条例第４条に規定する企業の

指定を受けた企業で、新増設し

た工場等が事業を開始してお

り、次に該当する雇用者に対

し、家賃手当を支給している企

業であること。 

(１) 工場等の新増設に伴い、

新たに雇用された者。 

(２) 市内に住所を有する者

であること。 

(３) 他の公的制度による家

賃補助等を受けていないもの。

(４) 居住する賃貸住宅の所

有者が企業の指定を受けた企

業でないこと。  

(５) 賃貸住宅は、公営住宅等

の公的な住宅でないこと。 

条例第５条第３項に規定する

従業員家賃手当奨励金の額は、

対象となる雇用者に企業が、当

該年度に支給する家賃手当に

対し、２分の１を乗じた額(千

円未満の端数が生じるときは、

これを切り捨てるものとす

る。)で、月額１万５千円を限

度とし、交付期間は、当該指定

に係る工場等を事業の用に供

した日以降３年度間とする。た

だし、雇用者が対象者に該当し

なくなった場合は、当該事由が

発生した日の属する月の前ま

でとする。 

工場等設備投資促進奨励金 条例第４条に規定する企業の

指定を受けた企業で、新増設し

た工場等が事業を開始してい

ること。 

条例第５条第４項に規定する

工場等設備投資促進奨励金の

額は、当該指定に係る工場等の

建物および償却資産の取得に

要した費用に対し、10分の１を

乗じた額(千円未満の端数が生

じるときは、これを切り捨てる

ものとする。)とし、5,000万円

を限度とする。 


